
韮崎市再編保育園第１園整備工事 設計業務 

プロポーザル方式設計者選定実施要領 

平成 25年 1月 10日 

韮崎市 

１．趣旨 

 市内の９つの保育園の多くは老朽化が進みつつあり、また市内の保育園全体の園児数は年々減

少している。さらには社会状況の変化に伴い保育に対するニーズも多様化しており、それに応え

られるよう充実した保育サービスの提供が求められている。平成２７年４月に開園を予定してい

る（仮称）再編保育園は、このような状況の中で韮崎市立保育園再編整備計画に基づいて整備す

るものである。 

 また本市では、「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」の施行に伴い、公共施設

の木造木質化に積極的に取り組んでいる。特に、豊富な蓄積量を誇る山梨県の森林資源を可能な

限り有効に活用し、森林整備と施設整備の目に見える成果を目指している。 

 以上の背景を踏まえ、次世代を担う子ども達を地域ぐるみでのびのびと育み、地域資源として

の山梨県産木材や地域産木材を主要構造部分及び仕上げ材に活用した温かみのある「木の保育園」

づくりを進めるものである。 

 そこで、一般公募型のプロポーザル方式により技術提案を求め、計画の基本的な考え方、平面

計画、環境への配慮、木造の架構計画等を募り審査することにより、優れた設計事務所を選定し、

プロジェクトの推進を図る。 

 

２．概要 

（１）名称 韮崎市再編保育園第１園整備工事設計業務 

（２）業務内容 設計業務 

（３）選考方法 公募型プロポーザル方式 

（４）主催者及び事務局 

① 主催者 韮崎市 

② 事務局 韮崎市福祉課 

（５）スケジュール 

①募集要項発表 平成 25 年 1 月 10 日（木） 

②現地公開日 平成 25 年 1 月 18 日（金）14 時～16 時 

③質疑受付 平成 25 年 1 月 22 日（火）17 時必着 

④質疑回答期限（市 HP で公開） 平成 25 年 1 月 25 日（金） 

⑤参加表明書（１次審査）受付期間 平成 25 年 1 月 30 日（水）～2 月 1 日（金）消印有効 

⑥１次審査結果通知（郵送） 平成 25 年 2 月 7 日（木）付け 

⑦２次審査用技術提案書締切 平成 25 年 3 月 14 日（木）消印有効 

⑧２次審査 平成 25 年 3 月 21 日（木） 

⑨２次審査結果発表 平成 25 年 3 月下旬を予定（別途通知） 

成果品 １ 
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３．応募資格 

応募資格は、次のとおりとする。 

① 建築士法第 23 条の 3 第 1 項の規定に基づく一級建築士登録事務所であること。 

② 平成 25 年 2 月末日時点で、韮崎市の競争入札参加資格を有し、登録事業者であること。 

③ これまでに、構造が木造である同種業務（保育所、幼稚園）、類似業務（小学校、児童館、学

童クラブ）あるいは、児童福祉法に基づく木造の施設の基本設計または実施設計の実績を有

すること。 

④ 山梨県内に本社及び支店等が所在していること。 

⑤ 当該業務に関して一級建築士の資格を有する統括責任者及び一級建築士の資格を有する構造

技術者を配置することができる者であること。 

⑥ 当該業務に関して他の共同企業体の構成員又は、他の提案書を提出するものの協力事務所（専

門分野における技術の提供等を行う企業をいう。）でないこと。 

⑦ 応募者は、木材、インテリア、児童福祉等の専門家を協力者とした、設計グループを構成す

ることができる。 

⑧ その他、次の１～５のいずれにも該当しない企業（応募者が共同企業体であるときは、その

構成員の全てが該当しないこと。） 

１ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

２ 次の申立てがなされている者 

a 破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て 

b 会社更生法第17条に基づく更生手続開始の申立て 

c 民事再生法第21条の規定による再生手続の申立て 

３ 韮崎市における建設工事等又は物品買入れ等に係る指名に関する規定に基づき、現に指

名停止措置を受けている者 

４ 国税、都道府県税、市区町税を滞納している者 

５ 事業者等又はその代表者等が次のいずれかに該当するとき。 

a 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77 号。以

下「暴力団対策法」という。）第2条第6項に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

であると認められるとき。 

b 暴力団（暴力団対策法第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

c 代表者等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

d 代表者等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

e 代表者等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 
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４．審査の方法 

当該プロポーザルの審査は、非公開の２段階形式で行う。なお、審査員による技術提案書の審

査の結果、技術提案書の審査合計点が最上位の者と次点の者を選定する。 

審査の内容は以下のとおりとする。 

 

（１）１次審査（書類審査） 

以下項目の評価により、２次審査にて技術提案を求める５者程度を選定する。 

① 応募者の業務実績（木構造による同種・類似業務の実績） 

② 業務遂行に支障のない実施体制 

③ 設計上の配慮事項等、業務の実施方針 

 

（２）２次審査（書類審査及び提案内容に関するヒアリング） 

提出された技術提案書の内容と、職員によるヒアリング審査により、評価の最上位のものと次

点を選定する。 

① 技術提案書により示される提案内容の妥当性 

② 「（３）審査の要点」で求める技術提案の的確性・独創性・実現性 

③ ヒアリングにて示される担当技術者の木造建築設計に関する能力及び本業務に対する熱意 

（３）審査の要点 

以下の項目に関する考え方、技術提案及び運営提案を求める。 

① 子ども達の健やかな育成の場にふさわしい「木の保育園」の設計方針 

② 多様で年ごとに変化する保育ニーズに応える充実したサービス提供のための設計上の配慮 

③ 山梨県産木材や地域の木材を使い、地域の技術で建てる「木造架構」の技術提案 

④ 地域性を考慮した環境負荷の抑制と自然エネルギーの活用に関する設計上の配慮 

⑤ 施設の機能性、実用性、品質を確保した上で、長期及び日常のメンテナンスに配慮した設

計方針 

⑥ 建設予算額に収めるための設計上の配慮 

 

５．提出書類等 

本プロポーザルにおける提出書類及び提出方法は、以下の通りとする。 

 

① 提出書類及び提出部数 

［１次審査書類受付時］ 

a. 参加表明書（１部） 様式１ 

b. 応募者概要書（１部） 様式２ 

c. 業務実施体制計画書（１部） 様式３ 

d. 業務実績（１部）  様式４－１、４－２ 

e. 業務の実施方針（１部） 様式５ 

f. 受領確認返信用はがき（表面宛名記載 50円切手貼り・裏面白地） 
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［２次審査書類受付時］ 

g. 技術提案書 鑑（１部） 様式６ 

h. 技術提案書【イメージ図】（１０部） 様式７－１、７－２ 

 

② 提出先 

〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目 3番 1号 

       韮崎市福祉課 子育て支援担当 

③ 提出期限 「２（５）スケジュール」記載のとおり 

④ 提出方法 ・持参、郵送又は宅配による。 

 ・持参する場合は平日に限る。郵送の場合は書留とし、締切日の消印が

 あるものまで有効。宅配は締切日必着とする。 

   ・２次審査の詳細は１次審査通過者に別途連絡する。 

 

６．質疑回答 

① 質疑は、「２（５）スケジュール」に示す期日に電子メールで受け付ける。 

② 質疑に対する回答は、質疑回答書としてまとめ、「２（５）スケジュール」に示す期日ま

でに韮崎市のホームページ上に公表する。 

 

７．配布資料 

（以下の資料は本市ホームページよりダウンロードしてください） 

① 付近見取り図 1/2,500 

② 敷地図（公図） 1/1,000 

③ 敷地航空写真 

④ 現況写真 

⑤ 地盤調査関連資料（隣接地） 

⑥ インフラ敷設等状況図（電気、上下水道） 

⑦ 設計業務仕様書 

⑧ その他（市道台帳、農道台帳、土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書） 

 

８．審査結果の発表 

１次審査の結果は応募者全員に書面にて通知する。 

２次審査の結果は２次審査対象者全員に書面にて通知する。 

審査結果に関する問い合わせ及び異議申し立ては一切受け付けない。 

 

９．技術提案書の取り扱い 

（１） 提出書類は返却しないものとする。 

（２） 応募作品の著作権は応募者に帰属するが、応募作品の展示、複製の作成、ホームページへ

の掲載、記録誌の作成など、プロポーザルに関わる事務での使用の権利は、主催者が所有

する。 
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１０．プロポーザルによって選定される設計者の業務 

（１） 当該プロポーザルの最優秀者は、設計業務の随意契約対象者に該当する。最優秀者との随

意契約が合意に至らない場合は、次点者との協議を行う。 

（２） プロポーザルで選考された最優秀者は、設計業務仕様書に示す業務内容に基づいた見積書

を提出し、発注者が別に示す事業費の範囲内において発注者と随意契約の手続きを行う。 

（３） 設計者はプロポーザルで提示した技術提案書を基に、発注者との綿密な打合せ・協議の上、

設計業務を行うものとする。 

（４） 設計者は、業務の進捗に合わせ然るべき段階で建設構想委員会に設計内容の説明を行い了

解を得ること。また、山梨県産木材利用を円滑に進めるために、概算木拾い（断面・長さ・

数量等）を平成 25年 11月末までに行うこととする。 

 

１１．計画の条件等 

別添「韮崎市再編保育園第１園整備工事 技術提案に係る仕様書」による。 

 

１２．現地公開日について 

「２（5）スケジュール」に記載の現地公開日を設ける。当該プロポーザル提案を目的とした公

開日以外の現地訪問は受け付けない。 

 

１３．ヒアリング 

２次審査におけるヒアリングは次のとおりとする。なお、ヒアリングに参加しない場合は、原

則棄権とみなす。 

① 実施場所 

・ 2 次審査対象者に別途通知する。 

② 実施日時 

・ 日程等は 2 次審査対象者に別途通知する。 

③ 実施方法 

・ 応募者が、提出した技術提案書の内容について説明を行ったのち、審査員が質疑応答を行

う。 

・ 技術提案書（またはその一部）を拡大パネル化したものは持ち込み可とする。ただし模型

の補足説明資料の持込みは不可とする。 

・ 技術提案書の説明は、パソコンでパワーポイント等のソフトウェアを用いてプロジェクタ

ーでスクリーンに映写して行うことは可とする。（ＰＣ及び周辺機器の環境については、２

次審査対象者に別途案内する） 

・ プレゼンテーションは提出済みの技術提案書に基づいたものとし、技術提案書に記載した

図や写真のみ使用可とする。 

・ １社当たりの所用時間は説明３０分、質疑応答１０分、合計４０分程度とする。 
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１４．その他 

① 当該プロポーザル参加にかかる費用は、提案者が全額負担する。 

② 本業務を受託した者（協力者を含む）と資本面人事面等において関連がある企業は、本件

プロジェクトの工事入札に参加できない。 

 

１５．事務局、問い合わせ先 

〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目 3番 1号 

 韮崎市福祉課子育て支援担当 

 TEL：0551-22-1111（内線 173） FAX：0551-22-8479 

 E-mail：fukushi@city.nirasaki.lg.jp 
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韮崎市再編保育園第１園整備工事 技術提案に係る仕様書 

 

１．技術提案書作成要領 

（１） 様式７－１、７－２をフォーマットとし、Ａ３用紙横使いで２枚とすること。 

（２） 右上に「事務所名」及び本プロポーザルの「登録番号」を記載すること。 

（３） 表現方法は自由とする。ただし、精密な設計図や透視図を求めるものではない。 

（４） 記述する文字は原則として 10pt 以上とし、使用するフォントの種類及び数に制限 

は設けない。 

（５） 使用する言語は日本語、寸法はメートル法、通貨は日本国通貨とする。 

（６） 様式７－１、７－２の中で求めている項目に関しては必ず記載すること。また、 

その他特に主張したい事項があれば記載してよい。 

（７） 大まかなレイアウトは様式７に沿うものとするが、枠の大きさ等は任意に変更し 

てよい。 

（８） 提出後における記載内容の追加、変更等は認められない。 

（９） 提出書類には、提案者以外の者が著作権を有するものを掲載しないこと。 

（１０）提出書類は返却しないものとする。 

 

２．建築計画地概要 

敷 地 所 在 地 ：韮崎市大草町若尾 110-1ほか 

敷 地 面 積 ：市有地 9213.09 ㎡のうち東側寄り 5,000 ㎡程度の使用を目安とした上で、

合理的な敷地利用の提案を求める。残地は、当面は駐車場として使用するものとし、将来的

な単独利用も考慮した道路計画を行うこと。 

都市計画区域 ：区域区分が定められていない都市計画区域内 

用 途 地 域 ：無指定（容積率：200％／建蔽率：70％） 

防 火 指 定 ：無指定 

その他地区指定：指定無し 

 

３．施設概要 

事業主体 ：韮崎市 

構造 ：原則として木造とすること。（部分的にその他の構造とすることは可とする。） 

     （ 山梨県産木材を主要構造部並びに仕上げ材等に活用すること。） 

階数 ：平屋を原則として、部分的に２階とすることを可とする。 

建物規模 ：1,200 ㎡程度とする。 

 （児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づくこと。） 

建物用途 ：保育所 

利用者数 ：定員２００名程度 

駐車場 ：５０台程度（職員用５台は職員用出入り口近くに配置すること。） 

 

成果品 ２ 
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事業予定 ：平成２６年１月 実施設計完了予定 

 平成２６年５月 建設工事着工予定 

 平成２７年２月 建設工事完了予定 

 平成２７年４月 開園予定 

事業費 ：建設費：３６０,０００千円以内（作付家具・厨房機を含む、消費税抜き） 

 造成・外構費：９０,０００千円以内（植栽・舗装費を含む、消費税抜き） 

 （調査設計監理費別途） 

 

 

４．計画所要室 

 

 

 

室名 備考

保育室 ０歳児室 保育室 9 人 4.95 ㎡/人 44.55 ㎡ 1 室 ほふく室含む

トイレ 適宜 1 室 小2、大2、汚物流し

沐浴室 適宜 1 室

１歳児室 保育室 24 人 4.95 ㎡/人 118.8 ㎡ 1 室 ほふく室含む

トイレ ０歳児と兼用

２歳児室 保育室 24 人 1.98 ㎡/人 47.52 ㎡ 1 室

トイレ 小3、大3、汚物流し

３歳児室 保育室 24 人 1.98 ㎡/人 47.52 ㎡ 2 室
保育士の効率的な人員配置に配慮し、2室間を間取り変
更に融通性のある設えとすること。

トイレ 適宜 小6、大8（和6、洋2）、大人用1、汚物流し

４歳児室 保育室 24 人 1.98 ㎡/人 47.52 ㎡ 2 室 最大定員30名として予備スペースを設けること

予備スペース 適宜 パーティションで区切る等し物入れとしても利用可能とする

トイレ 適宜 小6、大8（和6、洋2）、大人用1、汚物流し

５歳児室 保育室 24 人 1.98 ㎡/人 47.52 ㎡ 2 室 最大定員30名として予備スペースを設けること

予備スペース 適宜 パーティションで区切る等し物入れとしても利用可能とする

トイレ 適宜 小6、大8（和6、洋2）、大人用1、汚物流し

一時保育室 保育室 10 人 3.3 ㎡/人 33 ㎡ 1 室 未満児5名、３歳以上児5名

遊戯室 168 人 1.98 ㎡/人 332.64 ㎡ 1 室 ２歳児以上、多目的ホール型（舞台付き）

ランチルーム 60 人 適宜 給食室に隣接、３歳以上児利用、60人程度

調理室 調理スペース 5 人 適宜 1 室 大量調理施設衛生管理ﾏﾆｭｱﾙに準ずる

休憩室兼更衣室 5 人 適宜 1 室 洗濯機置場

トイレ 1 人 適宜 1 室 大人用1

事務室 適宜 1 室 事務机8脚程度

相談スペース 適宜 1 室
事務室に隣接又は事務室内設置（パーティション区画して
使用可能）とする

医務室 適宜 1 室 ｓ

休憩室 約10 ㎡ 1 室 2階可、更衣室に隣接

更衣室 20 人 適宜 1 室
2階可、ロッカー職員人数分（調理担当除く）設置
ロッカーでフレキシブルに男女区画可能とする

来客・職員用トイレ 適宜 2 室 男女別各1室ずつ、男（小1、大1）、女2

多機能トイレ 適宜 1 室

定員 基準 面積 数量

仕様同上 医務室用ﾍﾞｯﾄﾞ１台 衛生戸棚

１台 

調乳室を別途設けること 
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５．その他必要施設及び要件 

 

① 各保育室に保育士のためのスペースを設けること。 

② 各保育室及び遊戯室、ランチルームには手洗い場設置。 

③ トイレはドライ式とする。 

④ 相談室は、事務室と仕切りがあればよいが、ドアは設けるものとする。 

⑤ 医務室は事務室に併設可。ただし感染症などの時には隔離できる仕様とすること。 

⑥ 園児用玄関 

・ 未満児と以上児（年齢別）にスペースを分ける。 

・ 雨天時・降雪時にも濡れないような対策を設けること。 

⑦ 職員用玄関 

・ 雨天時・降雪時にも濡れないような対策を設けること。 

⑧ テラス 

・ 各保育室の前に設置。 

・ 手洗い場及び足洗い場を設置。 

・ 滑り止め及び雨天時・降雪時にも濡れないような対策を設けること。（手洗い場、足洗

い場も同様とする。） 

⑨ 衛生上の配慮のため、外気に開放されていない給食運搬用の屋内動線を確保すること。 

⑩ 砂場 

・ ３歳未満児用、３歳以上児用をそれぞれ設けること。 

・ 夏季の日除け対策を施すこと。（よしず以外による物が望ましい。） 

⑪ 固定プール 

・ ５ｍ×７ｍ程度 

・ 紫外線対策の屋根を設けること。 

・ 園舎に隣接。サンダル等を履かずに出入り可能とすること。 

⑫ 防災用品収納倉庫（保育園用） 

・ ５ｍ×３ｍ程度 

・ 園庭に設置するものとする。 

⑬ 園具用収納倉庫 ２個 

⑭ 屋外遊具 

・ バナナジャングル、中型すべり台、低鉄棒、小型４人用ブランコは旧園からの移設とする。

（別添付：移設遊具写真参照） 

・ その他は提案による。 
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６．職員想定人数 

 

 

 

７．その他計画条件 

下記資料を参照の上、計画にあたること。 

① 国土交通省大臣官房官庁営繕部「木造計画・設計基準及び同資料」（平成２３年５月） 

② 「山梨県において計画・設計する木造建築物における「木造計画・設計基準及び同資料」

（国土交通省大臣官房営繕部・平成２３年５月）における３．３ 材料に関する取扱いにつ

いての補足事項及びその品質管理について」（平成２４年１２月） 

③ 韮崎市立保育園再編整備計画 

 

※ ①：国土交通省ホームページよりダウンロード可能 

  （http://www.mlit.go.jp/common/000160680.pdf） 

②：別添資料参照（山梨県木材品質管理計画書） 

③：本市ホームページよりダウンロード可能 

  （http://www.city.nirasaki.lg.jp/art1898） 

 

 

園長 1 人

保育士 主任 1 人

０歳児 3 人

１歳児 3 人

２歳児 4 人

３歳児 2 人

４歳児 2 人

５歳児 2 人

加配 2～3 人

一時 2 人

調理担当 5 人

栄養士 1 人

看護師or保健師 1 人

合計 30 人
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（様式１） 

参 加 表 明 書 

 

業務名 韮崎市再編保育園第１園整備工事設計業務委託 

 

標記の業務委託について、プロポーザルの参加を表明いたします。 

 

 

年  月  日 

 

 

 

韮崎市長 横内公明 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提出者） 住所 

 

 会社名 

 

 代表者             ㊞ 

 

 電話番号 

 

 E-mail 

 

（担当者） 氏名 
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（様式２） 

 応募者概要書 

会 社 概 要 

提 出 者 会 社 名  

代表者名  

本店の所在 住 所  

電話番号      （   ） 

F A X 番 号      （   ） 

E - m a i l  

 支店等の所在 住 所  

電話番号      （   ） 

F A X 番 号      （   ） 

E - m a i l  

事務所登録 登録番号  

登録年月日      年  月  日 

事務所所属の 

  一級建築士 

  （２名まで） 

氏 名   

登録番号   

登録年月日     年  月  日     年  月  日 

 

添付書類チェック 

① 法人登記簿謄本の写し  

② 建築士法第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていることを証する書類  

③ 参加表明書に記載した一級建築士の免許証の写し  

④ 労働者名簿若しくは雇用保険の写し  

⑤ 事務所の同種、類似業務実績を証する書類(契約書等の写し)  
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（様式３） 

業務実施体制計画書 

本業務における設計体制（統括責任者及び各担当主任技術者） 

 氏名 経験 

年数 

資格 所属事務所名 

統括責任者   

年 

一級建築士 

（        ） 

 

 

意匠担当主任技術者   

年 

一級建築士 

（        ） 

 

構造担当主任技術者   

年 

一級建築士 

（        ） 

 

積算担当主任技術者   

年 

（        ） 

（        ） 

 

電気設備担当主任技

術者 

  

年 

（        ） 

（        ） 

 

機械設備担当主任技

術者 

  

年 

（        ） 

（        ） 

 

   

年 

（        ） 

（        ） 

 

   

年 

（        ） 

（        ） 

 

   

年 

（        ） 

（        ） 

 

   

年 

（        ） 

（        ） 

 

   

年 

（        ） 

（        ） 

 

 

１． 統括責任者、意匠担当主任技術者、構造担当主任技術者は一級建築士の資格を持っている者のみ

とする。 

２． 協力事務所の人員の場合は、「所属事務所名」欄に記述すること。 

３． その他、分担業務分野を追加する場合は下の空欄に記述するものとする。 
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（様式４－１） 

事務所の木造による同種業務実績・類似業務実績  

 

業  務  名 

 

発 注 者 

 

受注形態 

 

契約金額 

施設の概要 
設計業務 

完了年月 用途 
構造･規模 

面積 

完成 

年月 

  

木

造

の

同

種 

業

務

実

績 

      

㎡ 

  

      

㎡ 

  

      

㎡ 

  

      

㎡ 

  

      

㎡ 

  

 

      

木

造

の

類

似

業

務

実

績 

      

㎡ 

   

      

㎡ 

  

      

㎡ 

  

      

㎡ 

  

      

㎡ 

  

備考 

 １．受注形態の欄には、単独、ＪＶ、協力（協力事務所としての参画）の別を記載する。 

 ２．構造は、構造種別－地上階数／地下階数を記載する。（例：Ｗ-5/1） 

３．主要業務実績及び同種・類似業務実績は、それぞれ最大５件までとする。 

４．協力事務所として参加した場合は発注者欄に、元請事務所名を（   ）書きで記入すること。 

５．本様式に記載した業務について実績を証する書類(契約書等の写し)を添付すること。 

  

業務実績 
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（様式４－２） 

事務所の業務実績 

業務名  業務の種類  同種  ・  類似 

 

備考 

１．様式４－１に掲げた業務のうち主要な業務について、写真（カラー）・図面等を添付し、設計概要

を簡潔に記入すること。 

２．１件の業務につきＡ４判１枚とし、最大３件まで提出可とする。 
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（様式５） 

業務への取り組み体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項、その他業務実施上の配慮事

項を簡潔に記載すること。 

 

備考 

１． 指定された枠内に、模式図等及び説明書でまとめること。枚数は２枚までとし、本様式を複製して
用いること。 

２． 貴社の名称がわかるような表現はしないこと。 

３． 本様式は施設の具体的な計画提案を求めるものではない。 

 

業務の実施方針 
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（様式６） 

技 術 提 案 書 

 

業務名 韮崎市再編保育園第１園整備工事設計業務委託 

 

標記の業務委託に係るプロポーザルについて、技術提案書を提出いたします。 

 

 

年  月  日 

 

 

 

韮崎市長 横内公明 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提出者） 住所 

 

 会社名 

 

 代表者             ㊞ 

 

 電話番号 

 

 E-mail 

 

（担当者） 氏名 
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